
　御宿町の人事行政における公正性、透明性を高めるため、令和６年度における職員数、給与、勤務条件等の人事行政の状況について、

次のとおり公表いたします。

１．職員の任命及び職員数に関する状況
（１）採用・退職者数について （令和６年度）

（２）部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）

２．人事評価の状況

３．職員の給与の状況
（１）人件費（普通会計決算）

人 千円 千円 千円

※水道、国保、介護会計等の公営企業会計等は除く。

※令和２年度より、会計年度任用職員報酬等を人件費に含む。

（１）職員給与費の状況（普通会計決算）

千円 千円 千円 千円 千円

※職員手当には退職手当を含まない。

※職員数は、普通会計に係る令和６年４月１日現在の職員数である。

※給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

　　職員数には当該職員数を含んでいない。

（１）職員の平均給料月額など（令和７年４月１日）

※個人情報保護の観点から、対象となる職員数が１人または２人の場合は、当該箇所を「アスタリスク（＊）」とする。

　（その他、数値のない欄については「ハイフン（－）」とする。

（１）職員の初任給の状況（令和７年４月１日）

　職員の執務の状況を把握し、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するため、
全職員を対象に実施している。
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国
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令和６年度

人

職種 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般職 40.3 312,200 350,900

技能職 * * *
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４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間の状況について （令和７年４月１日現在）

５．職員の休業に関する状況
（１）育児休業及び部分休業の状況について（令和６年度）

６．職員の分限及び懲戒の状況
（１）職員の分限処分の状況について（令和６年度）

２職員の懲戒処分の状況について（令和６年度）

７．職員の服務の状況
１　年次有給休暇の状況について(令和６年）

８．職員の退職管理の状況
管理または監督の地位にあった職員は、離職後２年間、営利企業等の地位に就こうとする場合、若しくは就いた場合には、

任命権者に一定の事項を届け出るものとしている。

令和６年度退職者については、条例に該当する再就職者はいませんでした。

９．職員の研修の状況

１０．職員の福祉及び利益の保護の状況 （令和６年４月１日現在）

１１．勤務条件に関する措置の要求の状況
「該当案件なし」

１２．不利益処分に関する不服申し立ての状況
「該当案件なし」
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1 2人

（２）健康管理
　　　全職員に対し、労働安全衛生法に基づく定期健康診断とその結果を基に
　　保健指導を行い、職員の健康状態の把握と疾病の早期発見に努めています。
　　　令和６年度の定期健康診断受診者数81人
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（１）職員の研修（令和６年度）
　　御宿町では、御宿町職員人材育成基本方針に沿って、毎年度計画的に研修所での研修等を行っています。

（１）千葉県市町村職員互助会
　　・出産費助成金　20，000円
　　・長期療養者助成金　給料20%以上減額、勤務に服することができない日1日につき1,000円(12ヶ月限度)
　　・弔慰金　会員が死亡したとき　60,000円
　　・家族弔慰金　会員の被扶養者が死亡したとき　30,000円
　　・退会せん別金　在会1年につき1,500円（支給上限年数30年）
　　・永年勤続者祝金　勤続25年10,000円
　　・入学祝金　小、中、高　それぞれ5,000円
　　・老人看護助成金　１件　20,000円
　　・介護休暇助成金　1日　5,000円
　　・遺児育英金　1人につき100,000円
　　・育児休暇助成金　1日にき300円（育児休業手当金等が支給される場合を除く）
　　・その他　災害給付金、永年勤続者宿泊補助券、保養所等助成金、就職祝金等
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